
東京都では平成２５年４月より【東京都震災対策条例】が改正され、企業
における『従業員１人当たり３日分の水や食料の備蓄をするよう努める』
など、震災時の帰宅困難者対策について規定されました。この機会に、各
事業所におかれましても、保存食の備蓄セット、防災グッズ、自家発電機の
設置などの防災対策をお勧め致します。


